
�愛媛県告示第１３５７号
宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定による行政処

分について、同法第６９条第１項及び同条第２項において準用する同

法第１６条の１５第５項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。

平成２０年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２０年９月３０日（火） 午後１時３０分

２ 場所 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館４階土木部会議室

３ 被聴聞者

� 氏名

松田 卓郎

� 登録番号

愛媛県知事第１０７９号

� 登録年月日

昭和４８年２月１日

� 目 次 �
告 示

○ 宅地建物取引業法第６９条第２項の規定に基づく聴聞……………………１
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